
令和５年厚木市教育委員会第１回臨時会日程 
 

日時 令和５年11月27日(月) 

午後６時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 
 

１ 開会 
 
 
 
 

２ 審議事項 

日程１ 議案第49号 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（案）に係る

厚木市議会からの意見聴取について 

 

３ 閉会 



議案第４９号 
 
 

厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（案）に係る厚木市 
議会からの意見聴取について 

 
 
厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（案）に係る厚木市議会からの

意見聴取について、別紙のとおり回答する。 
 
 

令和５年１１月２７日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（案）に係る厚木市議会からの

意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第２項の規定によ

り、厚木市議会議長から意見を求められたので、これに回答する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 （案） 別紙 

令和５年 11 月 日 

 

厚木市議会 

議長 遠 藤 浩 一 様 

 

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

議案に対する意見聴取について（回答） 

 

当委員会は、令和５年第２回厚木市議会第７回会議（12 月定例会議）に提出が予定

されている議案第 71 号厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に対

し、下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23 条第１項の規定に基づく市長の職

務権限の特例については、市長がこれまでの教育委員会における社会教育に対する考

えを尊重しながら適切に事務を管理し、執行することについて協議・調整が図られた

ことから、異議はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育総務部教育総務課  

教育総務係 西岡 

内線 2600 
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厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」

という。）第23条第１項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長

が管理し、及び執行する。 

 (1) 厚木市立公民館条例（昭和46年厚木市条例第11号）第２条第１項の表に掲

げる公民館（同条第２項に規定する分館を含む。）、厚木市立図書館、厚木

市営体育施設、厚木市立社会教育集会所及び厚木市立あつぎ郷土博物館（以

下これらを「特定社会教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関する

こと（法第21条第７号から第９号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定

社会教育機関のみに係るものを含む。）。 

 (2) スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

 (3) 文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 

 (4) 文化財の保護に関すること。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に本則各号に掲げる事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他

の規程（以下「法令等」という。）の規定により教育委員会（当該事務につい

て法第25条第１項の規定に基づき、その権限が教育長に委任されている場合

にあっては、教育長。以下この項において同じ。）がした処分その他の行為で、

この条例の施行の際、現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規

定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、市長がした処分

その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

（厚木市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

３ 厚木市スポーツ推進審議会条例（昭和40年厚木市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分及び第３条第２項各号列記以外の部分中「教育委

員会」を「市長」に改める。 

（厚木市立公民館条例の一部改正） 

４ 厚木市立公民館条例（昭和46年厚木市条例第11号）の一部を次のように改正

する。 

第３条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第４条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第１号

中「教育委員会規則」を「規則」に改め、同条第３号中「教育委員会」を「市

長」に改める。 

第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（厚木市立図書館条例の一部改正） 

５ 厚木市立図書館条例（昭和59年厚木市条例第21号）の一部を次のように改正

する。 

参考資料１
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第３条第３項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（厚木市営体育施設条例の一部改正） 

６ 厚木市営体育施設条例（昭和59年厚木市条例第27号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第５条及び第６条中「教育委員会」を「市長」に、「教育委員会規則」を「規

則」に改める。 

第７条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第８条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第１号

中「教育委員会規則」を「規則」に改め、同条第３号中「教育委員会」を「市

長」に改める。 

第９条第１項及び第４項、第10条第１項第４号、第11条、第12条、第13条各

号列記以外の部分並びに第14条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第15条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

別表備考５第１号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

（厚木市立社会教育集会所条例の一部改正） 

７ 厚木市立社会教育集会所条例（昭和61年厚木市条例第31号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条、第４条、第５条第１項及び第２項第３号、第６条、第７条、第８条

第２項各号列記以外の部分並びに第９条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第10条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（厚木市文化財保護条例の一部改正） 

８ 厚木市文化財保護条例（平成５年厚木市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条、第４条、第５条第１項並びに第６条第１項、第３項及び第５項中「教

育委員会」を「市長」に改める。 

第７条中「教育委員会規則」を「規則」に、「教育委員会」を「市長」に改

める。 

第８条第２項、第９条、第10条第１項、第11条から第13条まで、第14条第２

項、第15条及び第16条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第17条第１項中「教育委員会に」を「法第190条第２項の規定に基づき、」

に改め、同条第２項及び第４項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」

に改める。 

第18条各号列記以外の部分及び第19条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第20条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（厚木市立あつぎ郷土博物館条例の一部改正） 

９ 厚木市立あつぎ郷土博物館条例（平成30年厚木市条例第29号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条、第５条ただし書及び第６条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第７条第２項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条

第５項中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 
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第８条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

別表大人の項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

（厚木市職員定数条例の一部改正） 

10 厚木市職員定数条例（昭和30年厚木市条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第１項の表市長の事務部局の職員の項中「1,146人」を「1,221人」に

改め、同表教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の項中「220

人」を「145人」に改める。 

（厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正） 

11 厚木市住みよいまちづくり条例（平成15年厚木市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第36条第６号中「ときは、」の次に「市長及び」を加える。 
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新旧対照表 
新 旧 

厚木市スポーツ推進審議会条例の一部改正（附

則第３項関係） 
厚木市スポーツ推進審議会条例の一部改正（附

則第３項関係） 
(所掌事項) (所掌事項) 

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げ

る事項について調査審議し、又は建議する。 
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次

に掲げる事項について調査審議し、又は建議

する。 
(1)～(8) 略 (1)～(8) 略 
(定数) (定数) 

第3条 略 第3条 略 
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会

が委嘱する。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
  

厚木市立公民館条例の一部改正（附則第４項関

係） 
厚木市立公民館条例の一部改正（附則第４項関

係） 
(利用の承認) (利用の承認) 

第3条 公民館を利用しようとする者は、市長の

承認を受けなければならない。 
第3条 公民館を利用しようとする者は、教育委

員会の承認を受けなければならない。 
2 市長は、公民館の管理上必要があると認める

ときは、前項の承認に条件を付することがで

きる。 

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると

認めるときは、前項の承認に条件を付するこ

とができる。 
3 市長は、第1項の規定により利用の承認を受

けようとする者が次の各号のいずれかに該当

する場合は、同項の承認をしないものとす

る。 

3 教育委員会は、第1項の規定により利用の承

認を受けようとする者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、同項の承認をしないもの

とする。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
(利用承認の取消し等) (利用承認の取消し等) 

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合は、前条第1項の規定に基づく利用の承認

を取り消し、又は公民館の利用を中止させる

ことができる。 

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、前条第1項の規定に基づく利用

の承認を取り消し、又は公民館の利用を中止

させることができる。 
(1) 公民館を利用する者がこの条例又はこの

条例に基づく規則に違反したとき。 
(1) 公民館を利用する者がこの条例又はこの

条例に基づく教育委員会規則に違反したと

き。 
(2) 略 (2) 略 
(3) その他市長が必要と認めたとき。 (3) その他教育委員会が必要と認めたとき。 
(委任) (委任) 

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項

は、規則で定める。 
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項

は、教育委員会規則で定める。 
  

厚木市立図書館条例の一部改正（附則第５項関

係） 
厚木市立図書館条例の一部改正（附則第５項関

係） 
(図書館協議会) (図書館協議会) 

第3条 略 第3条 略 

参考資料 
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2 略 2 略 
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

し、又は任命する。 
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会

が委嘱し、又は任命する。 
(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

4及び5 略 4及び5 略 
(委任) (委任) 

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項

は、規則で定める。 
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項

は、教育委員会規則で定める。 
  

厚木市営体育施設条例の一部改正（附則第６項

関係） 
厚木市営体育施設条例の一部改正（附則第６項

関係） 
(使用の許可) (使用の許可) 

第3条 次に掲げる体育施設を使用しようとする

者は、市長の許可を受けなければならない。 
第3条 次に掲げる体育施設を使用しようとする

者は、教育委員会の許可を受けなければなら

ない。 
(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

2 市長は、体育施設の管理上必要があると認め

るときは、前項の許可に条件を付することが

できる。 

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要がある

と認めるときは、前項の許可に条件を付する

ことができる。 
3 市長は、第1項の規定により使用の許可を受

けようとする者が次の各号のいずれかに該当

する場合は、同項の許可をしないことができ

る。 

3 教育委員会は、第1項の規定により使用の許

可を受けようとする者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、同項の許可をしないこと

ができる。 
(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 
  
(回数使用券の発行) (回数使用券の発行) 

第5条 市長は、必要があると認めるときは、体

育施設の使用に関し、規則で定めるところに

より、回数使用券を発行することができる。 

第5条 教育委員会は、必要があると認めるとき

は、体育施設の使用に関し、教育委員会規則

で定めるところにより、回数使用券を発行す

ることができる。 
(使用料の減免) (使用料の減免) 

第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長

は、規則で定めるところにより、使用料を減

免することができる。 

第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、教育委

員会は、教育委員会規則で定めるところによ

り、使用料を減免することができる。 
(使用料の不還付) (使用料の不還付) 

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、

市長が災害その他体育施設の使用の許可を受

けた者の責めに帰することができない理由に

より体育施設を使用することができないと認

めたときは、この限りでない。 

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、

教育委員会が災害その他体育施設の使用の許

可を受けた者の責めに帰することができない

理由により体育施設を使用することができな

いと認めたときは、この限りでない。 
(使用許可の取消し等) (使用許可の取消し等) 

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合は、第3条第1項の規定に基づく許可を取

り消し、又は体育施設の使用を中止させるこ

とができる。 

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、第3条第1項の規定に基づく許

可を取り消し、又は体育施設の使用を中止さ

せることができる。 
(1) 体育施設を使用する者がこの条例又はこ (1) 体育施設を使用する者がこの条例又はこ
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の条例に基づく規則に違反したとき。 の条例に基づく教育委員会規則に違反した

とき。 
(2) 略 (2) 略 
(3) その他市長が必要と認めたとき。 (3) その他教育委員会が必要と認めたとき。 
(指定管理者による管理等) (指定管理者による管理等) 

第9条 第3条第1項に掲げる体育施設以外の体育

施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、スポーツ

の普及及び振興を目的として設立された市内

に活動の本拠となる事務所を有する法人その

他の団体であって市長が指定するもの(以下

「指定管理者」という。)に行わせるものとす

る。 

第9条 第3条第1項に掲げる体育施設以外の体育

施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、スポーツ

の普及及び振興を目的として設立された市内

に活動の本拠となる事務所を有する法人その

他の団体であって教育委員会が指定するもの

(以下「指定管理者」という。)に行わせるもの

とする。 
2及び3 略 2及び3 略 
4 利用料金は、別表に定める額の範囲内におい

て、指定管理者が市長の承認を得て定める。 
4 利用料金は、別表に定める額の範囲内におい

て、指定管理者が教育委員会の承認を得て定

める。 
5及び6 略 5及び6 略 

(指定管理者が行う業務) (指定管理者が行う業務) 
第10条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理

業務」という。)は、次のとおりとする。 
第10条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理

業務」という。)は、次のとおりとする。 
(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 
(4) その他市長が必要と認める業務 (4) その他教育委員会が必要と認める業務 

2 略 2 略 
(指定管理者の指定の申請) (指定管理者の指定の申請) 

第11条 指定管理者の指定を受けようとする団

体は、申請書に指定管理業務の実施等につい

ての計画書(以下「事業計画書」という。)その

他市長が必要と認める書類を添えて、市長に

申請しなければならない。 

第11条 指定管理者の指定を受けようとする団

体は、申請書に指定管理業務の実施等につい

ての計画書(以下「事業計画書」という。)その

他教育委員会が必要と認める書類を添えて、

教育委員会に申請しなければならない。 
(指定管理者の指定等) (指定管理者の指定等) 

第12条 市長は、前条の規定による申請があっ

た場合において、当該申請をした団体が体育

施設の設置の目的を効果的に達成することが

できるものであると認めたときは、当該団体

を指定管理者として指定する。 

第12条 教育委員会は、前条の規定による申請

があった場合において、当該申請をした団体

が体育施設の設置の目的を効果的に達成する

ことができるものであると認めたときは、当

該団体を指定管理者として指定する。 
2 市長は、前項の規定による指定管理者の指定

をしたときは、当該指定管理者が管理を行う

体育施設の名称、当該指定管理者の名称及び

所在地並びに当該指定の期間を告示しなけれ

ばならない。 

2 教育委員会は、前項の規定による指定管理者

の指定をしたときは、当該指定管理者が管理

を行う体育施設の名称、当該指定管理者の名

称及び所在地並びに当該指定の期間を告示し

なければならない。 
(指定管理業務に係る協定)  (指定管理業務に係る協定) 

第13条 市長は、次に掲げる事項について、指

定管理者と協定を締結するものとする。 
第13条 教育委員会は、次に掲げる事項につい

て、指定管理者と協定を締結するものとす

る。 
 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 
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(指定管理者の指定の取消し等) (指定管理者の指定の取消し等) 
第14条 市長は、指定管理者が次の各号のいず

れかに該当するときは、第12条第1項の規定に

よる指定を取り消し、又は期間を定めて指定

管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。 

第14条 教育委員会は、指定管理者が次の各号

のいずれかに該当するときは、第12条第1項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定め

て指定管理業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 
(1) 指定管理業務に関する市長の指示に従わ

ないとき。 
(1) 指定管理業務に関する教育委員会の指示

に従わないとき。 
(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、

又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止

を命じたときは、その旨を告示しなければな

らない。 

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り

消し、又は指定管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じたときは、その旨を告示しなけ

ればならない。 
3 第1項の規定による指定管理者の指定の取消

し等の理由により、体育施設の管理を指定管

理者が行うことができないときは、市長は、

臨時に体育施設を管理する。この場合におい

ては、体育施設の使用について、別表に定め

る額の範囲内において、市長が定める使用料

を徴収する。 

3 第1項の規定による指定管理者の指定の取消

し等の理由により、体育施設の管理を指定管

理者が行うことができないときは、教育委員

会は、臨時に体育施設を管理する。この場合

においては、体育施設の使用について、別表

に定める額の範囲内において、教育委員会が

定める使用料を徴収する。 
(委任) (委任) 

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な

事項は、規則で定める。 
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な

事項は、教育委員会規則で定める。 
別表(第4条、第9条、第14条関係) 別表(第4条、第9条、第14条関係) 
名称 区分 使用料又は

利用料金 
市内 市外 

略 
 

名称 区分 使用料又は

利用料金 
市内 市外 

略 
 

備考1～4 略 備考1～4 略 
5 体育施設の使用又は利用に係る1回、午

前、午後及び夜間は、次に掲げるとおり

とする。 

5 体育施設の使用又は利用に係る1回、午

前、午後及び夜間は、次に掲げるとおり

とする。 
(1) 「1回」とは、1日につき市長又は指

定管理者が指定した時間をいう。 
(1) 「1回」とは、1日につき教育委員会

又は指定管理者が指定した時間をい

う。 
(2)～(4) 略  (2)～(4) 略 

  6 略   6 略 
  

厚木市立社会教育集会所条例の一部改正（附則

第７項関係） 
厚木市立社会教育集会所条例の一部改正（附則

第７項関係） 
(利用の承認) (利用の承認) 

第3条 集会所を利用しようとする者は、市長

(第5条第1項の規定により集会所の管理を指定

管理者に行わせる場合にあっては、指定管理

者。以下この条及び次条において同じ。)の承

認を受けなければならない。 

第3条 集会所を利用しようとする者は、教育委

員会(第5条第1項の規定により集会所の管理を

指定管理者に行わせる場合にあっては、指定

管理者。以下この条及び次条において同じ。)
の承認を受けなければならない。 

2 市長は、前項の規定により利用の承認を受け 2 教育委員会は、前項の規定により利用の承認
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ようとする者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、同項の承認をしないものとする。 
を受けようとする者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、同項の承認をしないものと

する。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
(利用承認の取消し等) (利用承認の取消し等) 

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合は、集会所の利用の承認を取り消し、又

は集会所の利用を中止させることができる。 

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、集会所の利用の承認を取り消

し、又は集会所の利用を中止させることがで

きる。 
(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 
(3) その他市長が必要と認めたとき。 (3) その他教育委員会が必要と認めたとき。 
(指定管理者による管理) (指定管理者による管理) 

第5条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年
法律第67号)第244条の2第3項の規定により、

主として当該集会所の存する地域に居住する

もので構成される団体であって市長が指定す

るもの(以下「指定管理者」という。)に行わせ

ることができる。 

第5条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年
法律第67号)第244条の2第3項の規定により、

主として当該集会所の存する地域に居住する

もので構成される団体であって教育委員会が

指定するもの(以下「指定管理者」という。)に
行わせることができる。 

2 前項の指定管理者が行う業務(以下「指定管

理業務」という。)は、次のとおりとする。 
2 前項の指定管理者が行う業務(以下「指定管

理業務」という。)は、次のとおりとする。 
(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 
(3) その他市長が必要と認める業務 (3) その他教育委員会が必要と認める業務 
(指定管理者の指定の申請) (指定管理者の指定の申請) 

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体

は、申請書に指定管理業務の実施等について

の計画書(以下「事業計画書」という。)その他

市長が必要と認める書類を添えて、市長に申

請しなければならない。 

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体

は、申請書に指定管理業務の実施等について

の計画書(以下「事業計画書」という。)その他

教育委員会が必要と認める書類を添えて、教

育委員会に申請しなければならない。 
(指定管理者の指定等) (指定管理者の指定等) 

第7条 市長は、前条の規定による申請があった

場合において、当該申請をした団体が集会所

の設置の目的を効果的に達成することができ

るものであると認めたときは、当該団体を指

定管理者として指定する。 

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請が

あった場合において、当該申請をした団体が

集会所の設置の目的を効果的に達成すること

ができるものであると認めたときは、当該団

体を指定管理者として指定する。 
2 市長は、前項の規定による指定管理者の指定

をしたときは、当該指定管理者が管理を行う

集会所の名称、当該指定管理者の名称及び所

在地並びに当該指定の期間を告示しなければ

ならない。 

2 教育委員会は、前項の規定による指定管理者

の指定をしたときは、当該指定管理者が管理

を行う集会所の名称、当該指定管理者の名称

及び所在地並びに当該指定の期間を告示しな

ければならない。 
(指定管理者が行う管理の基準等) (指定管理者が行う管理の基準等) 

第8条 略 第8条 略 
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理

者と協定を締結するものとする。 
2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指

定管理者と協定を締結するものとする。 
(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 
(指定管理者の指定の取消し等) (指定管理者の指定の取消し等) 

第9条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれ 第9条 教育委員会は、指定管理者が次の各号の
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かに該当するときは、第7条第1項の規定によ

る指定を取り消し、又は期間を定めて指定管

理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

とができる。 

いずれかに該当するときは、第7条第1項の規

定による指定を取り消し、又は期間を定めて

指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。 
(1) 指定管理業務に関する市長の指示に従わ

ないとき。 
(1) 指定管理業務に関する教育委員会の指示

に従わないとき。 
(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、

又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止

を命じたときは、その旨を告示しなければな

らない。 

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り

消し、又は指定管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じたときは、その旨を告示しなけ

ればならない。 
(委任) (委任) 

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事

項は、規則で定める。 
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事

項は、教育委員会規則で定める。 
  

厚木市文化財保護条例の一部改正（附則第８項

関係） 
厚木市文化財保護条例の一部改正（附則第８項

関係） 
(財産権の尊重及び他の公益との調整) (財産権の尊重及び他の公益との調整) 

第3条 市長は、この条例に基づく文化財の指定

等に当たっては、関係者の所有権その他の財

産権を尊重するとともに、文化財の保護と他

の公益との調整に留意しなければならない。 

第3条 教育委員会は、この条例に基づく文化財

の指定等に当たっては、関係者の所有権その

他の財産権を尊重するとともに、文化財の保

護と他の公益との調整に留意しなければなら

ない。 
(指定) (指定) 

第4条 市長は、市の区域内に存する文化財のう

ち、重要なものを厚木市指定有形文化財、厚

木市指定無形文化財、厚木市指定有形民俗文

化財、厚木市指定無形民俗文化財、厚木市指

定史跡、厚木市指定名勝又は厚木市指定天然

記念物(以下「市指定文化財」という。)として

指定することができる。 

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する文化

財のうち、重要なものを厚木市指定有形文化

財、厚木市指定無形文化財、厚木市指定有形

民俗文化財、厚木市指定無形民俗文化財、厚

木市指定史跡、厚木市指定名勝又は厚木市指

定天然記念物(以下「市指定文化財」という。)
として指定することができる。 

2 前項の規定による指定をするときは、市長

は、あらかじめ、指定しようとする文化財の

所有者、権原に基づく占有者又は保存に当た

っている者(以下「所有者等」という。)の同意

を得なければならない。ただし、当該文化財

の所有者等が判明しないときは、この限りで

ない。 

2 前項の規定による指定をするときは、教育委

員会は、あらかじめ、指定しようとする文化

財の所有者、権原に基づく占有者又は保存に

当たっている者(以下「所有者等」という。)の
同意を得なければならない。ただし、当該文

化財の所有者等が判明しないときは、この限

りでない。 
(指定の解除) (指定の解除) 

第5条 市長は、市指定文化財が市指定文化財と

しての価値を失った場合その他特別の理由が

ある場合は、その指定を解除することができ

る。 

第5条 教育委員会は、市指定文化財が市指定文

化財としての価値を失った場合その他特別の

理由がある場合は、その指定を解除すること

ができる。 
2 略 2 略 

(告示、通知及び指定書の交付等) (告示、通知及び指定書の交付等) 
第6条 市長は、第4条の規定による指定をする

ときは、その旨を告示し、及び当該文化財の

第6条 教育委員会は、第4条の規定による指定

をするときは、その旨を告示し、及び当該文
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所有者等に通知しなければならない。 化財の所有者等に通知しなければならない。 
2 略 2 略 
3 第4条の規定による指定をしたときは、市長

は、当該文化財の所有者等に指定書を交付し

なければならない。ただし、当該文化財の所

有者等が判明しないときは、この限りでな

い。 

3 第4条の規定による指定をしたときは、教育

委員会は、当該文化財の所有者等に指定書を

交付しなければならない。ただし、当該文化

財の所有者等が判明しないときは、この限り

でない。 
4 略 4 略 
5 指定の解除の通知を受けたときは、所有者等

は、速やかに、指定書を市長に返還しなけれ

ばならない。 

5 指定の解除の通知を受けたときは、所有者等

は、速やかに、指定書を教育委員会に返還し

なければならない。 
(管理義務) (管理義務) 

第7条 市指定文化財の所有者等は、この条例並

びにこれに基づく規則及び市長の指示に従

い、市指定文化財を管理しなければならな

い。 

第7条 市指定文化財の所有者等は、この条例並

びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委

員会の指示に従い、市指定文化財を管理しな

ければならない。 
(管理責任者) (管理責任者) 

第8条 略 第8条 略 
2 前項の規定により管理責任者を選任したとき

は、市指定文化財の所有者等は、当該管理責

任者と連署の上、速やかに、その旨を市長に

届け出なければならない。管理責任者を解任

したときも、同様とする。 

2 前項の規定により管理責任者を選任したとき

は、市指定文化財の所有者等は、当該管理責

任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委

員会に届け出なければならない。管理責任者

を解任したときも、同様とする。 
3 略 3 略 

(所有者等の変更等) (所有者等の変更等) 
第9条 市指定文化財の所有者等が変更したとき

は、新所有者等は、速やかに、その旨を市長

に届け出なければならない。 

第9条 市指定文化財の所有者等が変更したとき

は、新所有者等は、速やかに、その旨を教育

委員会に届け出なければならない。 
2 所有者等又は管理責任者は、その氏名若しく

は名称又は住所を変更したときは、速やか

に、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

2 所有者等又は管理責任者は、その氏名若しく

は名称又は住所を変更したときは、速やか

に、その旨を教育委員会に届け出なければな

らない。 
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継) (所有者等の変更に伴う権利義務の承継) 

第10条 市指定文化財の所有者等が変更したと

きは、新所有者等は、当該市指定文化財に関

しこの条例に基づいて行う市長の指示その他

の処分による旧所有者等の権利義務を承継す

る。 

第10条 市指定文化財の所有者等が変更したと

きは、新所有者等は、当該市指定文化財に関

しこの条例に基づいて行う教育委員会の指示

その他の処分による旧所有者等の権利義務を

承継する。 
2 略 2 略 

(滅失、き損等) (滅失、き損等) 
第11条 市指定文化財の全部又は一部が滅失

し、若しくはき損し、又はこれを亡失したと

きは、所有者等(管理責任者がある場合は、そ

の者。次条において同じ。)は、速やかに、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

第11条 市指定文化財の全部又は一部が滅失

し、若しくはき損し、又はこれを亡失したと

きは、所有者等(管理責任者がある場合は、そ

の者。次条において同じ。)は、速やかに、そ

の旨を教育委員会に届け出なければならな

い。 
(所在の変更) (所在の変更) 
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第12条 市指定文化財の所在を変更しようとす

るときは、所有者等は、あらかじめ、その旨

を市長に届け出なければならない。ただし、

市長の行う公開の用に供するための出品をす

る場合にあっては、この限りでない。 

第12条 市指定文化財の所在を変更しようとす

るときは、所有者等は、あらかじめ、その旨

を教育委員会に届け出なければならない。た

だし、教育委員会の行う公開の用に供するた

めの出品をする場合にあっては、この限りで

ない。 
(修理又は復旧) (修理又は復旧) 

第13条 市指定文化財の修理又は復旧は、所有

者等が行うものとする。この場合において、

所有者等は、あらかじめ、その旨を市長に届

け出なければならない。 

第13条 市指定文化財の修理又は復旧は、所有

者等が行うものとする。この場合において、

所有者等は、あらかじめ、その旨を教育委員

会に届け出なければならない。 
(補助金の交付) (補助金の交付) 

第14条 略 第14条 略 
2 前項の補助金を交付する場合には、市長は、

その補助の条件として管理等に関し必要な事

項を指示するとともに、必要があると認める

ときは、管理等について指揮監督することが

できる。 

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員

会は、その補助の条件として管理等に関し必

要な事項を指示するとともに、必要があると

認めるときは、管理等について指揮監督する

ことができる。 
(現状変更等の制限) (現状変更等の制限) 

第15条 市指定文化財に関しその現状を変更

し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。ただし、現状の変更にあっては維持

の措置又は非常災害のために必要な応急の措

置を講ずる場合、保存に影響を及ぼす行為に

あってはその影響が軽微な場合は、この限り

でない。 

第15条 市指定文化財に関しその現状を変更

し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとする者は、教育委員会の許可を受けなけ

ればならない。ただし、現状の変更にあって

は維持の措置又は非常災害のために必要な応

急の措置を講ずる場合、保存に影響を及ぼす

行為にあってはその影響が軽微な場合は、こ

の限りでない。 
2 前項の許可をする場合には、市長は、同項の

現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為

に関し必要な指示をすることができる。 

2 前項の許可をする場合には、教育委員会は、

同項の現状の変更又はその保存に影響を及ぼ

す行為に関し必要な指示をすることができ

る。 
(公開の要請) (公開の要請) 

第16条 市長は、所有者等に対し、一定の期間

を限って、市長の行う公開の用に供するた

め、当該市指定文化財を出品することを要請

することができる。 

第16条 教育委員会は、所有者等に対し、一定

の期間を限って、教育委員会の行う公開の用

に供するため、当該市指定文化財を出品する

ことを要請することができる。 
(文化財保護審議会) (文化財保護審議会) 

第17条 法第190条第2項の規定に基づき、厚木

市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)
を置く。 

第17条 教育委員会に厚木市文化財保護審議会

(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保

存及び活用に関する重要事項について調査審

議し、並びにこれらの事項について市長に建

議する。 

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化

財の保存及び活用に関する重要事項について

調査審議し、並びにこれらの事項について教

育委員会に建議する。 
3 略 3 略 
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委

嘱する。 
4 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員

会が委嘱する。 
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(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 
5及び6 略 5及び6 略 

(審議会への諮問) (審議会への諮問) 
第18条 市長は、次に掲げる事項については、

あらかじめ、審議会に諮問するものとする。 
第18条 教育委員会は、次に掲げる事項につい

ては、あらかじめ、審議会に諮問するものと

する。 
(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 
(市指定文化財以外の文化財) (市指定文化財以外の文化財) 

第19条 市長は、市指定文化財以外の文化財の

うち特に必要のあるものを選択して、自らそ

の記録を作成し、保存し、及び活用すること

ができるものとする。 

第19条 教育委員会は、市指定文化財以外の文

化財のうち特に必要のあるものを選択して、

自らその記録を作成し、保存し、及び活用す

ることができるものとする。 
(委任) (委任) 

第20条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、規則で定め

る。 

第20条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、教育委員会

規則で定める。 
  

厚木市立あつぎ郷土博物館条例の一部改正（附

則第９項関係） 
厚木市立あつぎ郷土博物館条例の一部改正（附

則第９項関係） 
(観覧料の減免) (観覧料の減免) 

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、市長

は、特に必要があると認めるときは、観覧料

を減免することができる。 

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、教育委

員会は、特に必要があると認めるときは、観

覧料を減免することができる。 
(観覧料の不還付) (観覧料の不還付) 

第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、観

覧料を還付することができる。 

第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、

教育委員会は、特に必要があると認めるとき

は、観覧料を還付することができる。 
(資料の特別利用) (資料の特別利用) 

第6条 博物館の資料の撮影、模写、模造その他

の特別の利用をしようとする者は、市長の承

認を受けなければならない。 

第6条 博物館の資料の撮影、模写、模造その他

の特別の利用をしようとする者は、教育委員

会の承認を受けなければならない。 
(博物館協議会) (博物館協議会) 

第7条 略 第7条 略 
2 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる

者のうちから市長が委嘱する。 
2 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる

者のうちから教育委員会が委嘱する。 
(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

3及び4 略 3及び4 略 
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営について必要な事項は、規則で定め

る。 

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営について必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 
(委任) (委任) 

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行について必要な事項は、規則で定め

る。 

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行について必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 
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別表(第3条関係) 別表(第3条関係) 
区

分 
常設展示

観覧料 
特別展示観覧料(1回につき) 
個人 団体 

(20人以上1人
につき) 

大

人 
無料 1,000円以内

で市長がそ

の都度定め

る額 

個人に係る観

覧料の8割に

相当する額 

略 
 

区

分 
常設展示

観覧料 
特別展示観覧料(1回につき) 
個人 団体 

(20人以上1人
につき) 

大

人 
無料 1,000円以内

で教育委員

会がその都

度定める額 

個人に係る観

覧料の8割に

相当する額 

略 
 

備考 略 備考 略 
  
厚木市職員定数条例の一部改正（附則第10項関

係） 
厚木市職員定数条例の一部改正（附則第10項関

係） 
(職員の定数) (職員の定数) 

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。 第2条 職員の定数は、次のとおりとする。 
区分 定数 

市長の事務部局の職員 1,221人 
議会の事務局の職員 13人 
選挙管理委員会の事務局の職員 6人 
監査委員の事務局の職員 8人 
教育委員会の事務局及び学校そ

の他の教育機関の職員 
145人 

農業委員会の事務局の職員 8人 
消防職員 266人 
合計 1,667人 

 

区分 定数 
市長の事務部局の職員 1,146人 
議会の事務局の職員 13人 
選挙管理委員会の事務局の職員 6人 
監査委員の事務局の職員 8人 
教育委員会の事務局及び学校そ

の他の教育機関の職員 
220人 

農業委員会の事務局の職員 8人 
消防職員 266人 
合計 1,667人 

 

2及び3 略 2及び3 略 
  
厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正（附

則第11項関係） 
厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正（附

則第11項関係） 
(公共公益施設の整備等) (公共公益施設の整備等) 

第36条 事業者は、特定開発事業を行うとき

は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当

該各号に定める基準により、公共公益施設を

整備しなければならない。 

第36条 事業者は、特定開発事業を行うとき

は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当

該各号に定める基準により、公共公益施設を

整備しなければならない。 
(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 
(6) 文教施設の整備等に関する事項 住宅の

建築を目的とする特定開発事業を行うとき

は、市長及び厚木市教育委員会と協議し、

規則で定める措置を講ずること。 

(6) 文教施設の整備等に関する事項 住宅の

建築を目的とする特定開発事業を行うとき

は、厚木市教育委員会と協議し、規則で定

める措置を講ずること。 
  

 



  参考資料２ 

令和５年11月21日 

 

 厚木市教育委員会 

教育長 佐後 佳親 様 

 

                      厚木市議会議長 遠藤 浩一 

 

 

議案に対する意見聴取について 

 

 令和５年第２回厚木市議会第７回会議（12月定例会議）に提出が予定されている

下記議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第２項の規定

に基づき、令和５年11月29日までに貴教育委員会の回答を求めます。 

 

 

記 

 

 議案第 71 号 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について 

 

 

 

 

 

 

                      担当 議会総務課 議事調査係 

                      内線 2701 

 


